
4 適正性

所管課：業務仕様書によれば、業務に
おいて指定管理者が使用する備品に
ついて定期に教育委員会が照合する
と規定されている。このことについて、
所管課は指定管理者が現物実査をし
たリストに基づき備品の照合を行って
いる。業務仕様書の記載は、教育委員
会が現物実査を定期的に行うという解
釈もでき得る記載となっていることか
ら、業務仕様書の記載を明瞭にされた
い。

教育委員会は年度当初の協定締結時において、備品
の照合を行っているが、業務仕様書の「６．物品の管理
等（３）」の記載において、「定期に」との記載が定期的に
行うという解釈もできうる記載となっており、不明瞭で
あったため、令和6年度の仕様書よりこれを削除し、修正
した。

5 財務健全性

指定管理者：業務仕様書において、経
理規程の策定、現金取扱に関する規
程の整備が求められているが、現状い
ずれも策定されていない。

令和7年2月に経理規定及び現金取扱に関する規定に
ついて策定をした。この規定に沿った運営を行い、適切
な会計処理に努める。

2 適正性
所管課：リスク分担表で不要な項目が
あるので、今後改める必要がある（料
金返還）。

令和6年度よりリスク分担表の不要な項目を削除し、改
めた。

3 適正性

指定管理者：テントを自主事業におい
て購入しているが、指定管理期間終了
後の市への引継ぎや、市から貸与を受
けている物品と明確に区別して管理す
る観点からは当該テントについてもリス
ト化しておくことが望ましい。

備品管理簿において市の備品を明瞭に管理している
が、令和5年度より当該テントにおいても区別化して管
理するように改めた。

1 適正性

指定管理者：指定管理者の本社側の
決算作業の遅れを原因として、事業報
告、収入・支出の所管課への報告の遅
延事実が明らかとなった。適宜所管課
と協議のもと是正を進めていく必要が
ある。

遅延することのないよう指導を行い、令和5年度より是正
された。

第三者評価に基づく改善要望及び改善報告

観点＝有効性、効率性、適正性、財務健全性、労働環境、その他の中から選択。

№ 観点 要改善事項
指定管理者・施設担当課による改善報告

（令和7年1月31日時点）

（第三者評価で要改善事項とされた項目のうち、指定管理者・施設担当課の努力により改善余地がある事項。）
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